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好

雄

道
元
禅
師
の
菩
薩
戒
は

一
般
に
十
六
条
戒
と
呼
称
さ
れ
、
三
帰

・
三

聚
浄
戒

・
十
戒
か
ら
な
っ
て
い
る
。
禅
師
自
身
は
、
如
浄
か
ら
授
け
ら

れ
た
際
の
作
法
書

『仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
で

「仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」

と
い
い
、
懐
弊
等

は

「仏
祖
正
伝
戒
」
と
呼
称
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

本
論
で
は
通
称
に
従
い
十
六
条
戒
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

宋
代
に
お
け
る
三
聚
浄
戒

こ
の
戒

相
中
、
三
聚
浄
戒
は
中
国
仏
教

で
は
菩
薩
戒
の
重
要
な
要
素

と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
直
接

の
出
典
は

『菩
薩
地
持
経
』
『菩

薩
善
戒
経

』
で
あ
り
、
後
に
玄
　
の

『喩
伽
師
地
論
』
将
来
に
よ
っ
て

思
想
的
根
拠
を
強
め
た
が
、
そ
の
間
、
羅
什
に
仮
託
さ
れ
た

『梵
網
経
』

が
登
場
し
て
か
ら
は
、
菩
薩
戒
は

『梵
網
経
』
と
す
る
の
が

一
般
的
と

な
っ
た
。
ま
た

『梵
網
経
』
に
は
三
聚
浄
戒
が
説
か
れ
な
い
た
め
、
『梵

網
経
』
の
十
重
禁
戒
に
三
聚
浄
戒
を
加
え
た

『理
路
経
』
が
撰
述
さ
れ

る
に
至
り
、
以
後
唯
識
系
以
外
の
諸
師
は

『理
路
経
』
の
構
成
を
踏
襲

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
道
元
禅
師

の
十
六
条
戒
も
こ
の
流
れ

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
は
別
に

「三
帰
」
を
戒

の

一
支
に

数
え
て
い
る
。

特
に
宋
代
に
な
る
と
、
三
聚
浄
戒
を
菩
薩
戒
と
見
な
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
簡
単
な
作
業
で
も
確
認
し
う
る
。
平
川

彰
博
士
は
現
在
ま
と
ま
っ
た
文
献
と
し
て
残
っ
て
い
る
授
戒
作
法
を
挙

げ
て
検
討
を
加
え
ら
れ
、宋
代
に
関
し
て
は
次

の
も
の
を
上
げ

て
い
る
。

①
延
寿

(禅
)
『受
菩
薩
戒
法
井
序
』
②
知
礼

(天
台
)
『授
菩
薩
戒
儀
』
③

法
宝
大
師
遵
式

(天
台
)
『授
菩
薩
戒
儀
式
』
④
元
照

(律
)
『授
大
乗
菩
薩

戒
儀
』

こ
の
四
種
類
を
、
後
に
述

べ
る
道
元
禅
師
の
三
帰
に
触
れ
な
が
ら
見

る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
天
台
の
十
二
門
戒
儀
を
基
に
し

て
い
る
。
十
二
門
戒
儀
は
唐
代
湛
然

の
撰
述
で
あ
る
が
、
確
認

の
た
め

に
参
照
す
れ
ば
、
「第

一
開
導
、
第
二
一二
帰
、
第
三
請
師
、
第
四
繊
悔
、

第
五
発
心
、
第
六
間
遮
、
第
七
正
授
戒
、
第
八
証
明
、
第
九
現
相
、
第

十
説
相
、
第
十

一
広
願
、
第
十
二
勧
持
」
の
構
成
で
あ
る
。
「三
帰
」
は

「正
授
戒
」
と
区
別
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
既
に

「請
師
」
以
前
に
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三
帰
を
済
ま
し
、
五
師
を
請
し
て
更
め
て
正
授
戒
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
具
体
的
に
正
授
戒
で
は
何
を
授
け
る
の
か
。
湛
然
は

「第
七
正

授
戒
者
先
略
示
三
相
。
次
正
授
戒
言
三
相
者
、
所
謂
摂
律
儀
戒
摂
善
法

戒
饒
益
有
情
戒
。
応
須
広
辮
三
聚
広
狭
偏
円
之
相
、
以
作
行
者
期
心
之

本
」
と
い
う
。
つ
ま
り

「三
帰
」
は
戒
に
は
含
ま
れ
ず
、
受
戒
と
い
う

の
は

「三
聚
浄
戒
」
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
①
延
寿
は
禅
宗
系
唯

一
な

が
ら
、
端
本
で
授
戒
儀
は
失
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
冒
頭
の

「盧
舎
那
仏

説
十
地
法
門
、
運
菩
薩
之
律
儀
立
如
来
之
行
業
。
恒
沙
戒
本
円
三
聚
、

而
統
収
。
」

に
よ
っ
て
、
他

の
戒
儀
と
同
じ
様
に
三
聚
浄
戒
を
主
に
取

り
扱

っ
て
い
た
と
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
②

四
明
知
礼
の

『授

菩
薩
戒
儀
』
は
天
台
で
、
構
成
は

「第

一
求
師
授
法
、
第
二
策
導
勧
信
、

第
三
請
聖
証
明
、
第
四
授
三
帰
依
、
第
五
召
請
聖
師
、
第
六
白
仏
乞
戒
、

第
七
繊
悔

罪
懲
、
第
八
問
無
遮
難
、
第
九
掲
磨
授
戒
、
第
十
略
説
戒
相
、

第
十

一
発
弘
誓
願
、
第
十
二
結
撮
廻
向
」
で
あ
る
。
十
二
門
を
用
い
る

こ
と
は
湛
然
の
例
に
従
い
、
内
容
は
少
し
く
異
同
が
あ
る
が
、
や
は
り

三
帰
は
第

四
に
あ
り
、
第
九

の
授
戒
と
は
別
立
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
授

戒
は
三
聚

浄
戒

の
こ
と
で
あ
る
。③
法
宝
大
師
遵
式
は
天
台
山
外
派

で
、

十
門
構
成

の

「第
三
帰
依
三
宝
」
と

「第
八
三
番
謁
磨
」
と
区
別
し
て

い
る
。
④
元
照
は
四
分
律
宗
資
持
派
で
、
十
門
構
成
の

「第
三
帰
仏
求

加
」
の
他

に

「第
八
加
法
納
体

(乗
法
授
戒
)」
を
設
け
る
点
は
同
じ
だ

が
、
授
戒

は
玄
奨

の

『菩
薩
掲
磨
文
』
を
用
い
、
大
き
く
趣
を
異
に
す

る
。
但
し
潟
磨
は
三
聚
浄
戒
の
み
し
か
記
さ
ず
、
「第
九
説
相
示
誠
」
で

は

『梵
網
経
』
を
指
示
す
る
。

ま
た
次

の
よ
う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
国
仏
教
で
は
早
く
か
ら

三
聚
浄
戒
を
依
用
し
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
、
四
分
律
宗

で
も
元
照
の

資
持
派
で
は

『梵
網
経
』
を
採
用
す
る
の
は
先

の
④

に
も
見
ら
れ
、
菩

薩
戒
を
増
受
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
南
宋
末
の
日
山
守

一
は
、
日

本
の
俊
彷
か
ら
の
疑
団
に
対
す
る
守

一
の
師
如
庵
了
宏
の
解
答
に
更
に

決
を
下
し
た
。
白
四
掲
磨
に
よ
り
円

の
戒
体
が
発
し
て
三
聚
浄
戒
を
納

め
、
三
聚
浄
戒
が
菩
薩

の
縁
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
梵
網
等
の
大
乗
戒

の
更
受
は
必
要
な
い
と
し
、
具
体
的
な
大
乗
戒
相
を
棄
捨
し
た
三
聚
浄

戒
と
二
百
五
十
戒
か
ら
な
る
戒
儀
を
定
め
た
。
(『終
南
家
業
』
上
)
こ
れ

は
我
が
国
に
も
影
響
を
与
え
、
宋
代

の
三
聚
浄
戒
偏
重
を
象
徴
的
に
物

語

つ
て
い
る
。

初
期
永
平
寺
僧
団

へ
の
影
響

塋
山
禅
師

の

『
三
木

一
草
事
』
で
は
、
次

の
よ
う
な
伝
承
に
な
っ
て

い
る
。

菩

薩
戒
相

伝
事
。
宗
家

一
大
事
因
縁
。
故
少
林
僅

六
人
也
。
南
岳
其

一
人
也
。

或
伝
云
。
三
聚
戒
也
。
又
俗

一
人
与
皮
肉
骨
髄

四
門
人
也
。
薬

山
十

八
人
。
洞

　

山
廿
人
也
。
開
山
永
平
和
尚
有
別
願
授
戒
。
殆
将
及
千
人
。
然
而
正
伝
戒
法

繍
五
人
也
。
弊
和
尚
授
戒
六
百
余
人
。
伝
戒
綾
五
人
也
。
介
和
尚
授
戒
三
百

余
人
。
伝
戒
纏
四
人
也
。
紹
瑛
授
戒
已
七
百
余
。
自
正
応
及
元
享
。
残
年
不

　

知
幾
年
人
数
幾
。
伝
戒
又
十
余
輩
。
現
在
七
人
也
。
介
公
云
。
唐
土
在
家
男
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女
有
受
戒
事
。
此
授
三
聚
戒
。
如

我
朝
結
縁
灌
頂
之
。

問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
い
く

つ
か
あ
る
が
、
傍
線
部
②
を
見
る
こ
と

に
す
る
。
宋
朝
で
は
在
家

の
男
女
ま
で
受
戒
を
し
て
い
る
と
の
義
介
の

発
言
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
聚
浄
戒

で
あ
る
と
限
定
し
て
い
る
。
義
介
は

道
元
禅
師
寂
後
、
懐
弊
の
命
に
よ
り
正
元
元
年
に

(
一
二
五
九
)
入
宋

し
て
お
り
、
こ
の
時
に
実
地
に
見
聞
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ

こ
と
と
目
さ
れ
る
も
の
が
、
栄
西

の

『興
禅
護
国
論
』
第
九
門
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。

又
宋
朝
奇
特

、
有
二
十
箇
。
…
…
十
僧
多
知

死
期
。
十

一
俗
人
持
菩
薩
戒
。
十

二
童
子
持
五
戒
。

…
…
。

当
時
本
朝
で
も
南
都
北
嶺

の
授
戒
会
が
恒
規
の
行
事
と
な
っ
て
い
た

が
、
衆
生
済
度
の
目
的
で
在
家
者
が
在
家
の
ま
ま
に
て
受
け
る
と
い
う

こ
と
は
な
く
、
栄
西
の
耳
目
を
驚
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
こ
に

は
三
聚
浄
戒
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
栄
西
の
菩
…薩
戒
も
三
聚

浄
戒
を
代
表
と
す
る
も
の
で
、

「梵
網
経
三
聚
浄
戒
。
十
重
四
十
八
軽

戒
。
」
(岩
波

・
思
想
体
系

『興
禅
護
国
論
』
、

一
〇
〇
頁
)、

「是
故
比
丘
二

百
五
十
戒
。
菩
薩
三
聚
十
重
四
十
八
軽
戒
。
堅
固
護
持
。
」
(同

一
一
八

頁
)
と
見
ら
れ
、
『梵
網
経
』
に
説
か
れ
て
い
な
い
三
聚
浄
戒
を
十
重
四

十
八
軽
戒
と
共
に
あ
げ
、
ま
た

「三
聚
浄
戒
今
正
当
授
、
菩
薩
浄
戒
三

聚
為
最
。
」

(『受
禅
戒
作
法
』
)
、
「是
ヲ
発
得
ス
ル
ヲ
ハ
第

一
ノ
摂
律
儀

戒
ヲ
受
ト
申

ス
也
、
此
戒
内

二
十
重
禁
戒

モ
四
十
八
軽
等
ノ
軽
重

ノ
諸

禁
戒
皆
納

ル
也
。
能
々
戒
行

二
習
知
リ
テ
菩
薩
ノ
一二
聚
戒
ヲ

ハ
授
ク

へ

キ
也
。
」
(『円
頓
三
聚

一
心
戒
』)
と
、
菩
薩
戒
と
は
三
聚
浄
戒
で
あ
る
こ

と
、
十
重
四
十
八
軽
戒
も
摂
律
儀
戒
に
摂
せ
ら
れ
る
と
説
く
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
義
介

・
栄
西
の
発
言
は
、
前
節
で
触
れ
た
当
時

の
宋

朝

の
授
戒

の
在
り
方
を
、
見
聞
し
た
ま
ま
に
率
直
に
言

い
得
て
い
る
の

だ
と
思
う
。

そ
れ
で
は
道
元
禅
師
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
立

場
と
明
確
に
差
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
同
時
に
三
聚
浄

戒
を
取
り
立
て
て
論
じ
る
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
周
知

の
よ
う
に

『正

法
眼
蔵
』
「帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻

で
は

「仏
弟
子
と
な
る
こ
と
、
か
な

ら
ず
三
帰
に
よ
る
。
い
つ
れ
の
戒
を
う
く
る
も
、
か
な
ら
ず
三
帰
を
う

け
て
、
そ
の
の
ち
諸
戒
を
う
く
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
即
ち
、
三
帰
に

よ
り
て
得
戒
あ

る
な
り
。
」
と
し
、
禅
師

は
宋

代

の
諸

々
の
戒
義
が

戒

の
う
ち
に
含
め
な
い
三
帰
を
も
っ
て
、
得
戒

の
根
拠
と
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
宋
代
仏
教

の
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
三
聚
浄
戒
を
特
筆
し

な

い
方
が
異
例
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
禅
師

の
主
張

の
一
つ
で
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
宋
朝
禅
を
見
聞
し
た
栄
西

・
義
介
と
同
様

に
、
宋
朝

の
風
儀
を
具
さ
に
見
聞
し
た
道
元
禅
師

の
視
点
で
あ
れ
ば
、

わ
ず
か
な
相
違
と
い
え
ど
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

三
帰
は
釈
尊
と
そ
の
教
え

・
教
団
に
対
す
る
信
仰
を
表
明
す
る
も
の

で
、
原
始
仏
教
以
来
律
蔵
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
三
聚
浄

戒
は
大
乗
経
典

・
論
蔵
に
説
か
れ
、
そ
の
解
釈

に
つ
い
て
は
喩
伽
戒
系

の
摂
律
儀
を
原
始
仏
教
以
来
の
律
儀
戒
と
規
定

し
、
こ
れ
に
摂
善
法

・

321



初
期
曹
洞
宗
教
団
に
見
る
戒
儀
の
受
容

(葛

西
)

摂
衆
生
戒
を
加
え
て
大
乗
戒
と
す
る
立
場
と
、摂
律
儀
が
大
乗

の
禁
戒
、

後
の
二
を
八
万
四
千
の
法
蔵
や
そ
の
理
念
を
包
摂
す
る
と
い
う
立
場
の

二
説
に
大
分
さ
れ
る
。
要
約
す
れ
ば
ど
ち
ら
も
大
小
乗
戒
を
理
念
的
に

統
合
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
換
言
す
れ
ば
大
小
乗
戒
の
別

・
出
家
在
家

の
差

・
具
体
性
の
欠
如
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
相
対
化
し
、
有
名
無

実
に
な
る
傾
向
も
認
め
ら
れ
る
。

一
般
に
小
乗
戒
は
事
戒
で
あ
り
、
大

乗
戒
は
理
戒

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
三
聚
浄
戒
は
こ
の
理
戒

の
根
拠

と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
道
元
禅
師
の
十
六
条
戒
は
、
こ
れ
ら

に
十
戒
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
十
戒
が
十
六
条
戒

の
具
体
的

な
戒
相
と
な
る
。

こ
こ
に
三
帰
と
三
聚
浄
戒
と
十
戒
と
い
う
三
種

の
分
類
が
提
起
さ
れ

る
が
、
栄
西

・
義
介
な
ど
の
入
宋
僧
は
大
小
乗
戒
を
止
揚
す
る
三
聚
浄

戒
と
い
う
理
念
を
用
い
、
道
元
禅
師
は
律
蔵
に
根
ざ
す
三
帰
と
い
う
信

を
重
く
見
た
と
推
定

で
き
よ
う
。

何
故
こ
の
峻
別
が
必
要
か
と

い
え
ば
、
義
介
の
残
し
た

『御
遺
言
記

録
』
で
は
、
義
介
は
懐
鑑
よ
り
達
磨
宗
徒
と
し
て
菩
薩
戒
を
受
け
て
お

り
、
お
そ
ら
く
道
元
禅
師
下
と
し
て
の
菩
薩
戒
の
相
承
は
な
か
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『御
遺
言
記
録
』
に
記
録
さ
れ
る
伝
法
は
、

以
前
拙
論

に
て
本
来
菩
薩
戒
も
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
べ
き
こ
と
と
、
特

に
義
介
自
身
に
関
す
る
記
述
で
菩
薩
戒
の
授
受
に
つ
い
て
不
明
瞭
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
義
介
に
は
恐
ら
く
達
磨
宗
の
菩
薩
戒
を
相
承
し

た
理
由
に
よ
り
、
嗣
法
と
受
菩
薩
戒
を
明
瞭
に
区
別
す
る
必
要
性
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
彼
が
道
元
禅
師
下
の
菩
薩
戒
を
相
承
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
そ
の
資
の
塋
山
禅
師
が
義
介
よ
り
菩
薩
戒

の
相
承
を
せ
ず
、

時
の
永
平
寺
住
持
義
演
に
従

い
、
作
法
そ
の
他

の
伝
授
を
許
さ
れ
た
こ

と
か
ら
推
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
入
宋
経
験
の
あ
る
義
介

の
志

向
は
、
同
傾
向
を
有
す
る
栄
西
の
流
儀
に

一
致

し
、
栄
西
説
、
も
し
く

は
宋
朝
流
を
よ
り
適
し
た
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

例
え
ば
塋
山
禅
師
の
著
書
に
散
見
す
る
栄
西
流

は
、
道
元

・
懐
弊

の
伝

承
の
他
に
、
義
介
の
指
示
が
多
分
に
あ

っ
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。

以
後
入
宋
し
た
義
介

の
戒
観
を
も
と
に
、
塋
山
禅
師

の

『
三
木

一
草

事
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
曹
洞
宗
の
受
戒
が
歴
史
的
に
定
着

・
敷
街
さ

れ
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
義
介
が
宋
朝
で
受
け
た
印
象
を

基
に
成
立
し
た
も
の
で
、
道
元
禅
師
が
思
想
的

に
熟
慮
淘
汰
し
た
も
の

と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
差
を
本
稿

で
は
三
帰
と
三
聚
浄
戒

に
代
表
さ
れ
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
径
庭
に
つ
い
て
発

表
す
る
用
意
が
あ
る
が
、
そ

の

一
つ
と
し
て

『
三
木

一
草
事
』
の
傍

線
①
に
は
誇
張
か
語
弊
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
問
題
を
次
稿

に
て
更
め
て
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

(註
記
略
)

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

三
帰
、

三
聚
浄
戒
、
道
元
、
義
介

、
三
木

一
草
事

(曹
洞
宗
永
見
寺
住
職
)
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